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告 示 

 

大津市告示第36号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。 

その関係図面は、令和５年２月15日から同年３月８日まで大津市役所建設部路政課において一般の縦覧に供す

る。 

  令和５年２月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

路 線 名 区      間 
変 更 の 

前後の別 

敷 地 の 幅 員 

（メートル） 

延 長 

(メートル) 

市道北2509号線 
大津市堅田一丁目字茶屋前1047番１地先から 

大津市堅田一丁目字茶屋前1047番１地先まで 

変更前 最小 1.9～最大 2.3 
10.2 

変更後 6.0 

市道中0214号線 
大津市坂本六丁目字八条2036番地先から 

大津市坂本六丁目字八条2036番地先まで 

変更前 最小 2.8～最大 3.8 
14.7 

変更後 最小 3.4～最大 3.8 

市道南0229号線 
大津市中庄二丁目字西台575番６地先から 

大津市中庄二丁目字西台575番７地先まで 

変更前 最小 3.2～最大 7.8 
35.8 

変更後 最小 4.0～最大 10.0 

（令和５年２月15日掲示済） 

 

 

大津市告示第37号 
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道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。 

その関係図面は、令和５年２月15日から同年３月８日まで大津市役所建設部路政課において一般の縦覧に供す

る。 

  令和５年２月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

路 線 名 区      間 供用開始年月日 

市道北2509号線 
大津市堅田一丁目字茶屋前1047番１地先から 

大津市堅田一丁目字茶屋前1047番１地先まで 
令和５年２月15日 

市道中0214号線 
大津市坂本六丁目字八条2036番地先から 

大津市坂本六丁目字八条2036番地先まで 
令和５年２月15日 

市道南0229号線 
大津市中庄二丁目字西台575番６地先から 

大津市中庄二丁目字西台575番７地先まで 
令和５年２月15日 

（令和５年２月15日掲示済） 

 

 

大津市告示第42号 

公印の印影を縮小したものを印刷したので、大津市公印規則（昭和48年規則第51号）第９条第４項の規定によ

り、次のとおり告示する。    

  令和５年３月１日 

大津市長  佐  藤  健  司 

職印 

公印の名称 公印番号 管 守 者 縮小した寸法 縮小したものを印刷した文書の名称 

滋賀県大津市長之印 １ 福祉政策課長 方11ミリメートル 紙おむつ受給券 

滋賀県大津市長之印 １ 長寿政策課長 方11ミリメートル 紙おむつ受給券 

大津市長之印 10 人事課長 方16ミリメートル 大津市職員証 

 

 

大津市告示第43号 

住民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第１項の規定により、次の者の住民票を消除した。 

  令和５年３月１日 

大津市長  佐  藤  健  司 

住  所 氏  名 生年月日 性別 消除年月日 

大津市大萱一丁目９番10号 内方 一成 昭和31年５月24日 男 令和５年２月８日 

大津市石山寺二丁目７番19号フォ

レストハウス101号室 

竹内 義和 昭和52年１月９日 男 令和５年２月８日 

大津市美空町２番７－502号 ＣＨＥＮＧ ＳＨＵ

ＭＯ 

程 姝妺 

2009年11月９日 女 令和５年２月８日 

 

 

大津市告示第44号 

 住居表示を実施した区域について、次のとおり街区の区域を変更するので、大津市住居表示に関する条例（昭

和38年条例第15号）第２条の規定により告示する。 

 なお、関係書類は、大津市役所市民部戸籍住民課に備え、一般の閲覧に供する。 

  令和５年３月１日 
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大津市長  佐  藤  健  司 

１ 区域を変更する街区 

町  名 街  区 

大江二丁目 29、30 

２ 実施期日 令和５年３月15日 

 

 

大津市告示第45号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の指定

障害福祉サービス事業者として指定したもののうち、次のものの指定を取り消した。 

  令和５年３月１日 

大津市長  佐  藤  健  司 

事業所の名称 
事 業 所 の 

所 在 地 
設置者の名称 

主たる事務所

の 所 在 地 

障害福祉 

サービス

の 種 類 

取 消 

年月日 
事業所番号 

あかねはうす 大津市あかね町

13番11号 

有限会社あかねはう

す 

大津市あかね町

13番11号 

居宅介護・

重度訪問 

介護 

令和５年 

２月28日 

2510100205 

 

 

大津市告示第46号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の指定

障害福祉サービス事業者として指定したもののうち、次のものから廃止の届出があった。 

  令和５年３月１日 

大津市長  佐  藤  健  司 

事業所の名称 
事 業 所 の 

所 在 地 
設置者の名称 

主たる事務所

の 所 在 地 

障害福祉 

サービス

の 種 類 

廃 止 

年月日 
事業所番号 

さくらケアセ

ンター 

大津市湖城が丘

44番18号 

有限会社さくらケア

センター 

大津市湖城が丘

44番18号 

居宅介護 令和５年 

３月１日 

2510100189 

 

 

大津市告示第47号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条の３の規定により、指定医療機関のうち廃止の届出があったもの

について、次のとおり告示する。 

  令和５年３月１日 

大津市長  佐  藤  健  司 

名  称 所 在 地 廃止年月日 

矢沢耳鼻咽喉科医院 大津市大江三丁目24番15号 令和４年12月28日 

医療法人社団井上医院 大津市一里山三丁目７番５号 令和５年１月１日 

 

 

大津市告示第48号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条の３の規定により、指定介護機関として新たに指定したもの及び

指定介護機関のうち変更の届出があったものについて、次のとおり告示する。 

  令和５年３月１日 

大津市長  佐  藤  健  司 

１ 指定したもの 
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事業所の名称 事業所の所在地 開 設 者 
主たる事務所 

の 所 在 地 
サービスの種類 

指 定 

年月日 

ヤマヤ薬局 大津市本堅田二丁

目８番15号 

ヤマヤ薬局 大津市本堅田二丁

目８番15号 

居宅療養管理指

導・介護予防居

宅療養管理指導 

令和５年 

１月１日 

２ 変更したもの 

事業所の名称 事業所の所在地 開 設 者 
主たる事務所 

の 所 在 地 
サービスの種類 

変 更 

年月日 

うらら居宅介護支

援事業所 

（変更前） 

大津市膳所一丁目

25番５号 

有限会社うらら （変更前） 

大津市膳所一丁目

25番５号 

居宅介護支援 令和４年

11月28日 

 （変更後） 

大津市木下町７番

39号 

 （変更後） 

大津市木下町７番

39号 

  

うららホームヘル

パーステーション 

（変更前） 

大津市膳所一丁目

25番５号 

有限会社うらら （変更前） 

大津市膳所一丁目

25番５号 

訪問介護・介護

予防訪問介護 

令和４年

11月28日 

 （変更後） 

大津市木下町７番

39号 

 （変更後） 

大津市木下町７番

39号 

  

キリン薬局 大津市札の辻３番

10号 

株式会社タイセ

イメディカルサ

ービス 

（変更前） 

堺市堺区向陵中町

２丁３番20号 

居宅療養管理指

導・介護予防居

宅療養管理指導 

令和４年

12月１日 

   （変更後） 

大阪市住吉区万代

４丁目12番８号 

  

（変更前） 

アイハーツライフ

サポート 

大津市松山町11番

18号 

合同会社ライフ

ハピネス 

大津市御殿浜７番

22号 

訪問看護 令和５年

１月１日 

（変更後） 

ライフサポート 

     

 

 

大津市告示第49号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条の３の規定により、医療扶助のための施術を担当する施術者とし

て新たに指定したものについて、次のとおり告示する。 

  令和５年３月１日 

大津市長  佐  藤  健  司 

施術者の氏名 
施術者の住所（施術所を開設している施術 

者にあっては、施術所の名称及び所在地） 
指定年月日 

橋本 晟奈 大津市国分一丁目２番32号 令和４年10月11日 

 

 

大津市告示第50号 

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる生活保護法（昭和25年法律第144

号) 第55条の３の規定により、指定医療機関として新たに指定したもの及び指定医療機関のうち廃止の届出があ

ったものについて、次のとおり告示する。 

  令和５年３月１日 
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大津市長  佐  藤  健  司 

１ 新たに指定したもの 

名  称 所 在 地 指定年月日 

小川歯科医院 大津市松原町９番10号 令和４年11月１日 

２ 廃止の届出があったもの 

名  称 所 在 地 廃止年月日 

矢沢耳鼻咽喉科医院 大津市大江三丁目24番15号 令和４年12月28日 

 

 

大津市告示第51号 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる生活保護法（昭和25年法律第144

号）第55条の３の規定により、指定介護機関として新たに指定したもの及び指定介護機関のうち変更の届出があ

ったものについて、次のとおり告示する。 

  令和５年３月１日 

大津市長  佐  藤  健  司 

１ 指定したもの 

事業所の名称 事業所の所在地 開 設 者 
主たる事務所 

の 所 在 地 
サービスの種類 

指 定 

年月日 

ヤマヤ薬局 大津市本堅田二丁

目８番15号 

ヤマヤ薬局 大津市本堅田二丁

目８番15号 

居宅療養管理指

導・介護予防居

宅療養管理指導 

令和５年 

１月１日 

２ 変更したもの 

事業所の名称 事業所の所在地 開 設 者 
主たる事務所 

の 所 在 地 
サービスの種類 

変 更 

年月日 

うらら居宅介護支

援事業所 

（変更前） 

大津市膳所一丁目

25番５号 

有限会社うらら （変更前） 

大津市膳所一丁目

25番５号 

居宅介護支援 令和４年

11月28日 

 （変更後） 

大津市木下町７番

39号 

 （変更後） 

大津市木下町７番

39号 

  

うららホームヘル

パーステーション 

（変更前） 

大津市膳所一丁目

25番５号 

有限会社うらら （変更前） 

大津市膳所一丁目

25番５号 

訪問介護・介護

予防訪問介護 

令和４年

11月28日 

 （変更後） 

大津市木下町７番

39号 

 （変更後） 

大津市木下町７番

39号 

  

キリン薬局 大津市札の辻３番

10号 

株式会社タイセ

イメディカルサ

ービス 

（変更前） 

堺市堺区向陵中町

２丁３番20号 

居宅療養管理指

導・介護予防居

宅療養管理指導 

令和４年

12月１日 

   （変更後） 

大阪市住吉区万代

４丁目12番８号 

  

（変更前） 

アイハーツライフ

サポート 

大津市松山町11番

18号 

合同会社ライフ

ハピネス 

大津市御殿浜７番

22号 

訪問看護 令和５年

１月１日 
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選 挙 管 理 委 員 会 告 示 

      
（変更後） 

ライフサポート 

     

 

 

大津市告示第52号 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる生活保護法（昭和25年法律第144

号) 第55条の３の規定により、医療支援給付のための施術を担当する施術者として新たに指定したものについて、

次のとおり告示する。 

  令和５年３月１日 

大津市長  佐  藤  健  司 

施術者の氏名 
施術者の住所（施術所を開設している施術 

者にあっては、施術所の名称及び所在地） 
指定年月日 

橋本 晟奈 大津市国分一丁目２番32号 令和４年10月11日 

 

 

大津市告示第53号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第42条の２第１項の指定地域密着型サービス事業者として、次の者を指

定した。 

  令和５年３月１日 

大津市長  佐  藤  健  司 

事業 所の名称 事業所の所在地 
申 請 者 の 名 称 及 び 

代 表 者 の 氏 名 
サービスの種類 

指 定 

年月日 

介 護 保 険 

事業所番号 

ＭＡＴＴＡＲＩｎ

ｏＫＵＴＳＵ 

大津市枝四丁目７

番９号 

Ｇｌａｄ Ａｒｂｅｔａ

株式会社 

 代表取締役 鎌田 和

暢 

地域密着型通所

介護 

令和５年

２月１日 

2590101081 

 

 

 

 

大津市選挙管理委員会告示第１号 

 平成11年選挙管理委員会告示第14号（琵琶湖海区漁業調整委員会委員選挙における投票区について）は、廃止

する。 

令和５年３月１日 

大津市選挙管理委員会 

委員長  北  井  征  曉 

 


